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新潟県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

令和５年７月25日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第45号 

新潟県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の一部を改正す

る規則 

新潟県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則（平成18年新潟県規

則第79号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（軽微な変更） 

第４条 省令第28条第１号の知事が定める数は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

とする。 

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び

第４項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科

学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基

準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省

告示第２号。以下「基準告示」という｡)第１の

１の１に該当する幼稚園型認定こども園 当該

認定こども園である幼稚園の収容定員に100分

の５を乗じて得た数 

(2)・(3) （略） 

２ （略） 

（軽微な変更） 

第４条 省令第28条第１号の知事が定める数は、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

とする。 

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び

第４項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学

大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び

運営に関する基準（平成26年内閣府・文部科学

省・厚生労働省告示第２号。以下「基準告示」

という｡)第１の１の１に該当する幼稚園型認定

こども園 当該認定こども園である幼稚園の収

容定員に100分の５を乗じて得た数 

(2)・(3) （略） 

２ （略） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


